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令和 7 度 宮城県（仙台市）地域社会剣道指導者研修会について（案内） 

 
秋涼の候 皆様におかれましてはますますご健勝でお過ごしのことお喜び

申し上げます。 

また，日頃から当連盟の事業にご協力いただきますことに深く感謝いたしま

す。 

さて，標記のことについて別紙要項のとおり実施いたしますので，各加盟団

体におきましては会員の皆様にご周知いただき，多くのご参加をお願いいたし

ます。 

 

担 当 

一般財団法人宮城県剣道連盟 

事務局長 鈴 木 和 幸 

事務局：〒982-0845 

仙台市太白区門前町２－１ 

☎022-746-8461 📠📠022-746-8462 

📱📱090-3363-6065 

📤📤info@miyagi-kendo.com 



令和７年度 宮城県（仙台市）地域社会剣道指導者研修会 実施要項 

 

１ 趣  旨   剣道の研修会をとおして、指導法及び審判法の修得に努め、剣道指導者と

しての資質の向上を図ると共に、日本古来の伝統文化である剣道の普及・振

興を図る。 

 

２ 主  催  公 益 財 団 法 人 日 本 武 道 館   全国都道府県立武道館協議会  

公益財団法人全日本剣道連盟   宮 城 県 公 立 武 道 館 協 議 会  

公益財団法人宮城県スポーツ協会 

 

３ 後  援  日 本 武 道 協 議 会      宮 城 県 武 道 協 議 会 

 

４ 主  管  一般財団法人宮城県剣道連盟  

 

５ 期  間  令和７年１１月１５日（土）～１６日（日） 

 

６ 会  場  宮城県第二総合運動場（宮城県武道館 ３階 剣道場） 

         〒９８２－０８４４  宮城県仙台市太白区根岸町１５－１ 

         TEL：０２２－２４９－１２１６ FAX：０２２－２４６－７７３６ 

 

７ 講  師  派遣講師  剣道範士八段 佐藤勝信  公益財団法人全日本剣道連盟 

剣道範士八段 栄花英幸  公益財団法人全日本剣道連盟 

         地元講師  剣道教士七段 山口啓仁  一般財団法人宮城県剣道連盟 

               剣道教士七段 齋藤 亮  一般財団法人宮城県剣道連盟 

 

８ 募集人員  ６０名 

   

９ 参加対象  剣道五段以上 

        ※本研修会は、第２回 段位審査委員研修会を兼ねております。 

※剣道錬士・教士の称号受審要件講習に該当します。 

 

１０ 内  容  指導法・審判法についての講義および実技研修 

   

１１ 携 行 品  剣道用具一式、木刀、審判旗、剣道試合・審判規則、剣道試合・審判・運営

要領の手引き、筆記用具等、昼食 

 



１２ 日  程 

１１月１５日（土） １１月１６日（日） 

時  間 指 導 課 程 時  間 指 導 課 程 

9:00～ 9:30 

 

9:30～ 9:50 

   

9:50～10:50 

 

10:50～12:00 

 

 

12:00～13:00 

 

13:00～15:15 

 

15:15～16:00 

 

16:00 

受付 

 

開会式 

  

講義「指導法について」 

 

木刀による基本稽古法実習 

 

昼食 

  

竹刀稽古法実習 

 

合同稽古 

 

解散 

9:00～ 9:30 

 

9:30～10:30 

 

10:30～

12:00 

 

12:00～

13:00 

 

13:00～

15:00 

 

15:00～

15:30 

 

15:30～

16:00 

受付 

 

講義「審判法について」 

 

審判法実習（１） 

 

昼食 

 

審判法実習（２） 

 

合同稽古 

 

質疑応答・閉会式 

終了解散 

 

１３ 申込方法  参加希望者申込用紙に記入の上、郵送、メールまたはＦＡＸにてお申込みく 

ださい。 

１４ 申込み及び問い合わせ先 

   一般財団法人宮城県剣道連盟 事務局 

〒９８２－０８４５ 宮城県仙台市太白区門前町２－１  

事務局長 鈴 木 和 幸  宛 

ＴＥＬ ０２２－７４６－８４６１ 

ＦＡＸ ０２２－７４６－８４６２ 

メール info@miyagi-kendo.com 

１５ 申込締切  令和７年１０月２４日（金）必着 

１６ そ の 他  （１）本事業は国庫補助対象事業です。 

         （２）事故に対する補償は、公益財団法人日本武道館が加入する傷害保険の

範囲内とします。 

         （３）２日間参加された受講者には修了証を交付します。 


